
 

GREEN×EXPO 2027 の入場チケット等について【情報提供】 

 
１ 事業の趣旨 

  GREEN×EXPO 2027 の入場チケットの発売開始日が決まりましたのでお知ら

せします。また、子どもたちの招待等についてもお知らせします。 
 

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 入場チケットの販売開始（別添資料あり） 

 

 販売開始日：令和８年３月 19 日㈭ 

 

前売りチケットとして、お得な早割価格の 1 日券に加え、何度も入場できる

通期パスや夏パスなどを設定しています。 

入場チケット（電子チケット）は、GREEN×EXPO 2027 チケットサイトを通じ

て販売します。 

紙の入場チケットは、旅行代理店等のチケット販売事業者の店頭でご購入い

ただけるよう協会が手続きを進めています。詳細が決まり次第ご案内します。 

 

※来場日時の予約は、秋ごろから開始できるよう調整しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 連 会 ３ 月 定 例 会 説 明 資 料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 8 日 
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
G R E E N × E X P O 推 進 課 



４ 未来を担う子どもたちの招待 

子どもたちが地球規模の課題を自分事として捉え、新たなグリーン社会への

意識を高めるきっかけとします。 

 

（１）学校招待 

環境問題や EXPO への興味・関心を高めるため、「事前の学び」を経たうえ

で、市立学校に通う児童・生徒を、校外学習等の一環などで招待します。 

 

【来場時期】2027 年４月～６月 

   ※市内の私立・県立・国立学校には、神奈川県の事業があります。 

 

（２）こども招待 

市内在住の満４～18 歳の皆さんを、会期中１回招待します。 

 

【申込開始】2026 年９月頃（予定） 

   ※年齢は、2027 年４月１日現在 

   ※３歳以下は無料です。 

 

なお、令和８年度予算の執行を伴う事業などは、市会での議決後に確定します。 

 

５ ３月 19 日の開催１年前イベントについて【参考】 

開催１年前となる３月 19 日（木）に、「GREEN×EXPO 2027 開催１年前発表

会」を横浜市役所アトリウムにて開催します。 

発表される内容については、４月の市連会でも情報提供します。 

 

 

 

 

  

 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 GREEN×EXPO 推進課 
担当 中島、橋本 

電話 045-671-4627 /FAX 045-212-1223 
メール da-greenexpo@city.yokohama.lg.jp 



 

  

報道関係者各位 

 

 

2026年２月20日 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

GREEN×EXPO 2027 の入場チケット 

開催１年前の 3 月 19 日から前売り販売開始 

～公式チケットサイト、旅行代理店や各種プレイガイド等全国で取扱い～ 

©Expo 2027 

GREEN×EXPO協会（正式名称:公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会、会長: 筒井義信、

所在地: 横浜市中区)は、開催１年前となる2026年3月19日（木）から、GREEN×EXPO 2027の入場

チケットの前売り販売を開始します。 

前売りチケットとして、お得な早割価格の1日券に加え、何度も入場できる通期パスや夏パスなど

を設定しています。チケットは、当協会の公式チケットサイトのほか、旅行代理店や各種プレイガ

イド等で購入できます。 

 

 

 

 

2026 年 3 月 19 日（木） 

 

入場チケット販売開始日 



  

 

 

入場チケットは、GREEN×EXPO 2027 チケットサイト（以下、「公式チケットサイト」とい

う。）を通じて販売します。 

 

入場チケットの購入ステップ 

 

 

 

 

 

 

この他、旅行代理店や各種プレイガイド等チケット販売事業者による販売も実施予定です。 

また、入場チケットは、電子チケットのほか、紙チケット等もご用意予定です（追加料金が必要）。

公式チケットサイトURLやチケット販売事業者など購入の詳細については、随時２０２７年国際園芸

博覧会協会公式ホームページ内チケットインフォメーション（https://expo2027yokohama.or.jp/ 

tickets-index/）などでお知らせします。 
 

 

 

 
※価格は全て日本円・税込みです。 

（紙チケットを購入する場合は、別途 100 円（税込み）をいただく予定です。） 

入場チケットの購入方法 

入場チケットの券種・価格 

公式チケットサイト等 アカウント登録・ 
チケット購入 

来場日時の予約 予約日時に来場 

※ 来場日時予約は今後開始予定 



  

  

GREEN×EXPO 2027 開催概要 

名 称   ２０２７年国際園芸博覧会 

         (International Horticultural Expo 2027, Yokohama, Japan) 

正 式 略 称  GREEN×EXPO 2027 (グリーンエクスポニーゼロニーナナ) 

開 催 場 所  神奈川県横浜市 

開 催 期 間  2027年３月19日(金)～ 2027年９月26日(日) 

テ ー マ  幸せを創る明日の風景 ～Scenery of the Future for Happiness～   

博覧会区域  約100ha(内、会場区域80ha) 

ク ラ ス    A１(最上位) クラス(AIPH承認＋BIE認定)  

参 加 者 数  1500万人（有料来場者数：1,000万人以上） 

公式サイト  https://expo2027yokohama.or.jp/ 

 

公式マスコットキャラクター 

「トゥンクトゥンク」 

※年齢は 2027 年 4 月 1 日現在の満年齢です。ただし、3月中の入場については、2026 年 4 月 1日

現在の満年齢を適用します。 

※3歳以下の方は無料となります。（チケット無しで入場できます。） 

 

 

 

本件に関するお問合せ先 

 

【本リリースについて】 
GREEN×EXPO協会（公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会） 

入場券部入場券課 担当：森井 TEL：045-307-2139 

 

【入場チケットについて】 

GREEN×EXPO 2027入場券販売管理センター 

ticket-info@2027tkc.com 

https://expo2027yokohama.or.jp/
mailto:ticket-info@2027tkc.com
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公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 

 

©Expo 2027 

公式マスコットキャラクター 
トゥンクトゥンク 

©Expo 2027 
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1. 目的 

 

○GREEN×EXPO 2027の来場者の安全・円滑な移動の実現 

 

○来場者の利便性と地域の生活環境の双方に配慮した、バランスの取れた輸送アク

セス体系の構築 

 

 

○GREEN×EXPO 2027は、横浜市旭区・瀬谷区に位置する旧上瀬谷通信施設を会場に、

「幸せを創る明日の風景」をテーマに南関東（一都三県）では初めて開催される

国際博覧会である。 

 

○開催地となる横浜は、羽田空港や横浜港からのアクセスも良く、鉄道、道路ネッ

トワークも充実した立地である。一方、会場周辺地域は市街化が進んでおり、周

辺の道路や鉄道駅については地域の生活環境に配慮が必要となる。 

 

○また、会場付近に直接乗り入れる鉄道や軌道等の大量輸送手段は存在しないため、

来場者輸送の手段としては、会場近傍駅からのシャトルバスをはじめとした複数

の交通手段を想定している。 

 

○来場者の輸送の検討にあたっては、来場者の利便性と地域の生活環境の双方に配

慮した、特定の交通手段や経路に集中しないバランスの取れた輸送計画を立案す

ることが必要であり、その計画を着実に実行するために十分な準備が必要となる。 

 

○2024年３月には、「２０２７年国際園芸博覧会 来場者輸送基本計画」（以下「基

本計画」という。）を策定し、来場者輸送の「目指すべき姿」や「交通機関別の

輸送の考え方」などの基本的な事項を定めた。 

 

○基本計画から更なる検討や、関係機関との協議を進め、環境負荷低減にも配慮し

た「GREEN×EXPO 2027 来場者輸送実施計画」（以下「実施計画」という。）の

初版を2025年５月に策定し、今後詳細な検討を進める中で、必要に応じて見直し、

更新を行うこととしている。 

 

○今般、実施計画 初版から更なる検討を進め、実施計画第２版を策定する。 

 

※ GREEN×EXPO 2027での交通アクセスに関するユニバーサルデザインについては、別途、アク

セシビリティ・ガイドライン検討会において検討を行い、2025年３月に「２０２７年国際園

芸博覧会アクセシビリティ・ガイドライン」（以下「ガイドライン」という。）を策定・公

表した。  
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2. 想定する来場者 

想定する来場者数や交通機関別分担は、以下のとおりとする。 

なお、今後詳細な検討を進める中で、必要に応じて見直し、更新を行う。 

 

2.1 前提条件 

 

○開催期間 

 2027年３月19日（金曜日）～９月26日（日曜日） 192日間 

 

○開場時間 

（現時点での想定であり、今後詳細な検討を進める中で、必要に応じて見直し・更新を行う） 

 ９:30～21:30  
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2.2 想定する総来場者数 

 

○「２０２７年国際園芸博覧会基本計画」において有料来場者数1,000万人を目

標としているが、より余裕を持った輸送を実現するため、総来場者数約1,200

万人に対応できる計画として検討する。 

 

  

○総来場者の方向別内訳を以下のとおり想定する。（図 １） 

 

（海外来場者は、関東圏内の滞在先から来場するものと想定） 

図 １ 方向別内訳（想定） 

 

○開催期間中の日別来場者数は、2.1に記載する前提条件をもとに日別来場者数

を算出している。 

なお、繁忙期においても、基本計画で定めた設計基準来場者数の10.5万人/日を

上回らないよう、来場者の平準化を検討する。 
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2.3 想定する交通機関別分担 

 

○公共交通機関（駅シャトルバス等）、自家用車等の交通機関別分担は、それぞ

れの日の来場者特性に応じて変わるため、会期中 192 日を以下の４ケースに分

類する。各ケースの交通機関別分担は表 １に示すとおりである。 

 

・通常期 

平 日（GW1を除く夏休みまで）   5.0万人/日（80日） 

平 日（GW及び夏休み以降2）   5.6万人/日（47日） 

土休日（繁忙期を除く）      7.9万人/日（46日） 

・繁忙期（GW・９月等の土休日）   10.5万人/日（19日） 

 

○各交通機関の輸送力、ターミナルや道路の処理能力等の検証を実施し、さらに

ケースに応じた必要な対策などの検討を行い、輸送能力の確保を図る。 

 

 

○今後詳細な検討を進める中で、必要に応じ、交通機関別分担の数値を見直し、

更新していく。 

 

表 １ 分類別 交通機関別分担（４ケース）（想定） 

分類 
公共交通機関 

（４駅シャトルバス・主要ター

ミナル駅からの直行バス等） 
団体バス 自家用車 

周辺地域からの 

自転車・徒歩等 
総来場者 

通
常
期 

平日 
(GWを除く 

夏休みまで） 

80日 

約18,000人/日 

（36％） 
約18,000人/日 

（36％） 
約12,000人/日 

（23％） 
約2,000人/日 

（4％） 
約50,000人/日 

（100％） 

平日 
(GW及び 

夏休み以降) 

47日 

約26,000人/日 

（46％） 

約9,000人/日 

（16％） 

約18,000人/日 

（32％） 

約3,000人/日 

（5％） 

約56,000人/日 

（100％） 

土休日 
(繁忙期を除く） 

46日 

約32,000人/日 

（41％） 
約20,000人/日 

（25％） 
約24,000人/日 

（30％） 
約3,000人/日 

（4％） 
約79,000人/日 

（100％） 

繁忙期 
（GW・９月等の土休日） 

19日 

約44,000人/日 

（42％） 

約24,000人/日 

（23％） 

約32,000人/日 

（30％） 

約5,000人/日 

（5％） 

約105,000人/日 

（100％） 

 （数値は千単位で端数処理、比率と合計が一致しない場合がある） 

  

 
1 ４/29～５/５ 
2 ７/20以降 
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図 ２ 交通機関別分担 通常期（平日（GW を除く夏休みまで）） 

 

 

 

図 ３ 交通機関別分担 通常期（平日（GW 及び夏休み以降）） 
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図 ４ 交通機関別分担 通常期（土休日(繁忙期を除く)） 

 

 

 

図 ５ 交通機関別分担 繁忙期（GW・９月等の土休日） 

 

（図２～図５ 共通） 

※１：シャトルバスは１本あたり50人乗車（立乗りあり）で想定 

※２：団体バスは１台あたり35人乗車（着席のみ）で想定 

※３：自家用車は１台あたり３人乗車で想定 

※４：通常期においても、会場駐車場の予約状況から利用が見込まれる日については、会場外駐車場（提携駐車場）を確保す

る。 
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3. 交通機関別の輸送の考え方 

3.1 公共交通機関 

 

１）会場近傍４駅からシャトルバス（以下「４駅シャトルバス」という。）によ

る輸送を行う。 

 

２）主要ターミナル駅、空港などからの直行バス、タクシーによる輸送も行う。 

 

３）会場近傍４駅のうち最も近い瀬谷駅からは、徒歩による来場者も想定し適切

な誘導案内を行う。 

 

１）４駅シャトルバス 

 ○会場近傍４駅（相鉄本線瀬谷駅・三ツ境駅、東急田園都市線南町田グランベ

リーパーク駅、JR横浜線十日市場駅）から会場までは、シャトルバスによる

輸送を行う。 

 

○会場近傍４駅については、通勤・通学などの一般の駅利用者への影響が最小

限となるよう、来場者の鉄道駅からシャトルバスへの乗換について、駅前の

広場空間などを活用しながら、適切な誘導案内を行う。また、シャトルバス

を事前予約制とし、需要の平準化を行い、駅周辺の混雑緩和を図る。 

 

○車両については、環境に配慮したEVバス等を導入し、会場ターミナルに設置

する充電器を活用した充電計画も含めた効率的な運行計画を策定する。 

 

 

図 ６ 会場近傍４駅  
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図 ７ 会場までの主な移動経路と所要時間（想定） 

２）直行バス、タクシー利用 

○４駅シャトルバスの混雑の分散化や来場者の利便性を考慮し、横浜駅、新横

浜駅などの主要ターミナル駅や空港からの直行バスの運行を検討する。検討

にあたっては、乗降場や運行計画、運行ルートについて、バス事業者を含め

た関係者と調整を図る。（図 ８） 

 

図 ８ 主要ターミナル等からの直行バスイメージ 
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○４駅シャトルバスでの来場が難しい方などの来場も想定し、会場近傍４駅の

既存のタクシー乗り場の活用や会場ターミナルにタクシー乗降場所の設置を

行う。 
 

 

３） 瀬谷駅からの徒歩 

○瀬谷駅から徒歩で来場する人が安全かつスムーズに移動できるよう、歩行者

空間の整備を踏まえた適切な誘導案内を行うとともに、推奨ルートの設定、

周知を行う。 
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3.2 団体バス 

 

○教育旅行や観光ツアーなど団体バスでの来場が多く見込まれるため、会場に

は繁忙期でも十分に受入可能な団体バス駐車場を整備するとともに、事前予

約による入場管理、団体バス専用ゲートからの入場など駐車場の効率的な運

用を行う。 

 

 

○４駅シャトルバスルートや自家用車ルート上の交通混雑緩和策や会場周辺道路

の安全・円滑な交通を確保するため、会場周辺道路等における団体バス乗降を行

わないよう周知・対策等の検討を行う。 

 

○団体バス駐車場は事前予約制とし、予約時に入退場のルートを指定することで、

周辺の交通状況にも配慮した検討を行う。 

 

  



 

 11

3.3 自家用車 

 

○原則、公共交通機関の利用を呼びかける。 

 

○自家用車を利用する来場者に対して、会場に隣接する駐車場を整備するとと

もに、事前予約による入場管理を行う。また、繁忙期には会場外駐車場（パー

クアンドライド駐車場・提携駐車場）を用意する。通常期でも会場駐車場の

予約状況から利用が見込まれる日については、会場外駐車場（提携駐車場）

を用意する。 

 

 
○会場は、東名高速道路の横浜町田ICや国道16号保土ヶ谷バイパスの上川井ICに

隣接しており、東京方面からの主要ルートとしては、東名高速道路や国道246号

が想定される。また会場駐車場への入退場ルートは幹線道路である環状４号線、

八王子街道を予定している。 

 

 

図 ９ 会場までの自動車交通によるアクセス 
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○開場直後や退場時など、交通量の集中が想定される時間帯では、地域の生活環境

や地域物流への影響の低減のため、来場者の自動車交通には一定の制約が必要

となる。 

 

○自家用車利用については、できるだけ抑制を図り、公共交通機関の利用を呼びか

けるとともに、４駅シャトルバスの定時性確保という面からも、道路の改良等の

機能強化の状況を踏まえつつ、推奨ルートの設定や駐車場の事前予約制を導入

する。 

 

○主要ルートやアクセス道路の現在の交通量を定量的に把握し、対策を検討する。 
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3.4 自転車 

 

○環境負荷の低減や多様な移動ニーズに応えるために、自転車での来場を想定

し、会場に隣接する駐輪場を整備する。 

 

 

○自転車利用の促進にあたっては、横浜市及び町田市など会場周辺自治体と調整

しながら、安全で円滑な推奨ルートへの誘導を行う。 

 
○また、シェアサイクルの利用も想定し、シェアサイクルポートを確保する。 

 

3.5 徒歩 

 
○環境負荷の低減や多様な移動ニーズに応えるために、会場周辺から会場までの

徒歩での推奨ルートを設定し案内する。 
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4. 公共交通機関 

4.1 会場近傍４駅の来場者想定 

 

○会場近傍４駅において、通常期、繁忙期の来場者数を踏まえ、各駅の分担を想

定する。 

  

○４駅シャトルバスに事前予約制を導入する。 

 

 

○来場時間の平準化及び近傍４駅の来場者数の分散化により、駅前での混雑緩和

や交通機関等への負荷低減を図るため、４駅シャトルバスに輸送量に応じた事

前予約制を導入する。 

 

○通常時の時間帯別の鉄道路線の輸送能力や会場近傍４駅等の施設容量等につい

て鉄道事業者に確認を行った上で、一般利用者に配慮した検討を行い、必要に

応じて対策を行う。 

 

 

（参考）各駅における１日当たり来場者数（片道）の想定 

（事前予約制を導入しない場合） 

 

 ・瀬谷駅        約5,000人～約12,000人（平均約400人/h～約1,000人/h） 

                     （最大約1,300人/h～約3,100人/h） 

 ・三ツ境駅       約3,000人～約 6,000人（平均約300人/h～約 500人/h） 

                      （最大約800人/h～約1,500人/h） 

・南町田グランベリーパーク駅 約6,000人～約15,000人（平均約500人/h～約1,300人/h） 

                     （最大約1,500人/h～約3,900人/h） 

 ・十日市場駅      約4,000人～約11,000人  （平均約300人/h～約900人/h） 

（最大約1,100人/h～約2,800人/h） 

（）内の最大は開場直後の午前９時台を想定 
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4.2 ４駅シャトルバス運行計画 

 

○会場近傍４駅及び会場での乗降時間を短縮し、定時性・速達性の確保のた

め、路線バスタイプの車両を主として４駅シャトルバスを運行する。 

（図 １０） 

 

○４駅シャトルバスについて、輸送需要に応じた適切な運行本数が確保できる

車両台数を調達するため、一般貸切旅客自動車運送事業3による運行とする。 

 

４駅から会場までの距離及び想定走行時間（目安） 

【瀬 谷 駅】 距離：約２㎞、 想定走行時間：約10分 

【三 ツ 境 駅】 距離：約４㎞、 想定走行時間：約15分 

【南町田グランベリーパーク駅】 距離：約４㎞、 想定走行時間：約15分 

【十 日 市 場 駅】 距離：約６㎞、 想定走行時間：約20分 

想定走行時間については、目安であり、道路の混雑状況等により変動する。 

 

図 １０ 会場近傍４駅からのシャトルバスルート（想定）  

 
3 道路運送法第３条１号ロ 
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表 ２ シャトルバスの運行本数等（想定） 

駅  名 乗車バース数 運行本数※ 

瀬 谷 駅 ３バース 
約20～40本/h 

（１バースあたり約６～12本/h） 

三 ツ 境 駅 ２バース 
約10～30本/h 

（１バースあたり約３～15本/h） 

南町田 

グランベリーパーク駅 
４バース 

約20～60本/h 

（１バースあたり約５～15本/h） 

十日市場駅 ４バース 
約20～60本/h 

（１バースあたり約５～15本/h） 

※ 通常期（173日）の最小値、繁忙期（19日）の最大値を記載。 

時間帯によって、運行本数やバース数を変化させて運用することがある。 

(参考)例えば、現況の十日市場駅南口バスロータリーは、ピーク時（８時台）に約70本/h、 

1バースあたり最大で約20本/hを運行している。 

 

○４駅シャトルバスに事前予約制を導入するため、各駅需要の分散化、来場時間の

平準化を考慮した運行計画を策定する。 

 

○シャトルバスの調達や運行計画策定にあたっては、エージェントへの委託によ

りバス車両借上げ・運転士確保・運行管理等を実施する。 

バス業界における運転士不足の課題が大きいことも考慮し、引き続き、事業者及

び関係機関と課題解決に向けた連携を図っていく。 

 

○シャトルバスの調達台数は、以下を想定する。 

 ・通常期 

平 日 （GWを除く夏休みまで） ：約 90台/日（80日） 

平 日 （GW及び夏休み以降）  ：約110台/日（47日） 

土休日 （繁忙期を除く）    ：約120台/日（46日） 

 ・繁忙期  （GW・９月等の土休日） ：約160台/日（19日） 

 

○シャトルバス運行時間（想定） 

 開場時刻の１時間前から閉場時刻の１時間後までをシャトルバスの運行時間と

し、以下のとおりとする。 

 ・8:30～22:30  

   

○シャトルバス運行が一般道路の混雑に与える影響についての検討を実施する。 
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4.3 ４駅シャトルバスの乗降場所 

○４駅シャトルバスの乗降場所及びバース数について、瀬谷駅は北口交通広場

内に３バース、三ツ境駅は北口バスターミナル内に乗車場所２バース、楽老

南公園前の道路上に降車場所２バース、南町田グランベリーパーク駅は北口

広場内に４バース、十日市場駅は今後改良が予定されている北口ロータリー

内に４バースを設置する計画とする。 

 

 

 

図 １１ 瀬谷駅のシャトルバス乗降場所（３バース） 

 

図 １２ 三ツ境駅のシャトルバス乗降場所（乗車２バース、降車２バース） 
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図 １３ 南町田グランベリーパーク駅のシャトルバス乗降場所（４バース） 

 

 

図 １４ 十日市場駅のシャトルバス乗降場所（４バース） 

 

 

○また、各駅側においては、シャトルバス乗降場所の近傍に４駅シャトルバスの

待機所を設けることで、速達性・定時性を確保しつつ、安全で円滑なシャトル

バス輸送計画とする。 
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○４駅シャトルバスの待機所の検討状況 

 瀬谷駅は、会場に最も近いことから会場ターミナル内を待機所とする。三ツ境

駅は、北口バスターミナルに３台程度確保する。南町田グランベリーパーク駅

は、駅近隣に６台程度確保する。十日市場駅は、駅周辺に６台程度確保する。 

 

 
 

 
 

 

図 １５ シャトルバス待機所（想定） 
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○シャトルバス乗降場所、シャトルバス待機所等については、今後、関係者協議

等を行った上で決定する。 

 

○乗車場所には、日除けの屋根（テント）を設置し、暑熱対策を講じる。 

 

 

 

4.4 会場近傍４駅での来場者誘導方法 

 

○来場者が速やかにシャトルバスへ乗り換えができるようシャトルバス乗降場

所を適切に案内するとともに、待機列の状況に応じた誘導案内を実施する。

混雑状況によっては、駅前の広場空間などを待機スペースとして活用できる

よう確保しておく。 

 

 

○駅からシャトルバス乗降場所までの円滑な誘導案内、動線の確保、シャトルバ

ス乗車待ちの整列方法、スムーズな乗降についても検討を行う。また、シャト

ルバスの事前予約制を導入するため、予約時間より早く着いた来場者や事前予

約をしていない来場者等の対応や適切な案内誘導方策などについても検討す

る。検討にあたっては、既存の路線バス利用者などの駅利用者に十分配慮する。 

 

○駅周辺での混雑や歩行者動線の交錯を回避するため、誘導員による声かけや案

内看板の設置など、来場者だけでなく一般歩行者にもわかるよう工夫する。 
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図 １６ 瀬谷駅シャトルバス乗車場所・案内動線・待機スペース（想定） 

 

 

図 １７ 三ツ境駅シャトルバス乗車場所・案内動線・待機スペース（想定） 
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図 １８ 南町田 GP 駅シャトルバス乗車場所・案内動線・待機スペース（想定） 

 

  

図 １９ 十日市場シャトルバス乗車場所・案内動線・待機スペース（想定） 
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4.5 会場ターミナル 

 

○会場ターミナルには、北方面と南方面からのアクセスルートを想定し、方面

別に２つのバスターミナルを整備する。 

 

○北方面の北ターミナルには、南町田グランベリーパーク駅と十日市場駅の  

２駅からのシャトルバスの発着場として乗車８バース、降車８バースを整備

する。 

 

○南方面の南ターミナルには、瀬谷駅と三ツ境駅の２駅からのシャトルバスの

発着場として乗車８バース、降車８バースを整備する。 

 

○ターミナルの中央部には、シャトルバス待機所を設け、EVバスの充電器を設

置する。 

 

○乗車場所には、日除けの屋根（テント）を設置し、暑熱対策を講じる。 

 

 

図２０ 会場ターミナル 
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図 ２１ 会場ターミナルへのアクセスルート（想定） 
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4.6 ４駅シャトルバス速達性等確保策 

 

○４駅シャトルバスについては、来場者を安全かつ円滑に輸送するために、速

達性・定時性を確保する方策を検討する。 

 

 

○４駅シャトルバスルートにおいて、右左折時の歩行者横断待ちによる速達性等

の低下が懸念される主要交差点の交通実態を把握した上で対策を検討し、管理

者と調整を行う。 

 

○４駅シャトルバスルートにおいて、ボトルネックになると想定される箇所では、

右折車線の延伸など速達性等に寄与するハード整備（改良案）を検討し、管理

者と調整を行う。 

 

○４駅シャトルバスルートにおける路上駐車などによる混雑を回避する方策を

検討し、管理者と調整を行う。具体的な方策として、路上駐車（路上での停車

を含む。）が多い箇所で、注意喚起看板の設置により路上駐車の抑制を図ると

ともに、会場周辺で駐停車禁止の交通規制の導入を管理者と調整する。 

 

○事故渋滞など不測の事態に備えて、迂回ルートを設定する。 

 

 

4.7 環境配慮型車両の導入 

 

○４駅シャトルバスの車両については、環境に配慮したEVバス等を導入する。

EVバスの運行にあたり、会場ターミナルに設置する充電器による充電計画も

含めた効率的な運行計画を策定する。 

 

 

 

4.8 直行バスの運行計画 

 

○横浜駅、新横浜駅などの主要ターミナル駅や空港からの直行バスについて、

道路運送法による一般乗合旅客自動車運送事業4による路線延長や道路運送法

第２１条等による運行を想定し、バス事業者を含めた関係者とともに、乗降

場や運行計画、運行ルートについて検討を進める。 

 

 

  

 
4 道路運送法第３条１号イ 
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4.9 タクシーの利用計画 

 

○会場ターミナルの会場ゲート付近にタクシー乗降場所を整備する。 

（図２０） 

 

○利用しやすいタクシー乗降場所となるよう、２～３台の複数台同時乗車場所、

迎車用の乗車場所、降車場所、待機場所等を整備するとともに、シャトルバ

スの速達性を確保する観点から会場ターミナルでの混雑緩和のために必要

な運用について関係者間において検討を行う。 

 

 

○会場近傍４駅の既存のタクシー乗り場の活用、会場近傍４駅から会場までの走

行ルートなどについても、タクシー協会やタクシー事業者と検討を行う。 

 

○タクシーアプリでの迎車車両による会場ターミナル内の混雑を解消するため、

ターミナル外での乗車場所の検討を行う。 

 

○タクシーが不足する際の対応についても関係者間において検討を行う。 
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5. 団体バス 

5.1 団体バス駐車場の整備・運用計画 

 

○団体バスの駐車区画は、想定される来場ルートを考慮し北側駐車場と西側駐

車場を整備する。 

 

○団体バスの駐車区画は事前予約制を導入し、会場周辺道路上での乗降を禁止

するなど、周辺交通への影響やシャトルバスの速達性・定時性にも配慮する。 

 

 

○団体バスの駐車区画の位置と台数は、北側駐車場に約430台分を整備し、西側

駐車場に約250台分を整備する。 

 

 

図 ２２ 団体バス駐車場  
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図 ２３ 団体バス駐車場へのアクセスルート（想定） 
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6. 自家用車 

6.1 会場駐車場の整備・運用計画 

 

○自家用車の駐車区画は、想定される来場ルートを考慮し北側駐車場と西側駐

車場を整備する。 

 

○会場ゲートに近い北側駐車場には、障がい者用駐車区画を整備する。 

 

○自家用車の駐車区画及び障がい者用駐車区画は、事前予約とする。 

 

 

○自家用車については、横浜町田ICや上川井ICなどがある北側の方面からの来場

が多くなると想定し、北側駐車場に約5,900台分、西側駐車場に約600台分を確

保することで、方面別に対応した駐車場配置とする。また、自動二輪車につい

ては、北側駐車場に約1,000台確保する。 

 今後詳細な検討を進める中で、必要に応じて見直し更新を行うこととする。 

 

○北側駐車場には、約5,900台分とは別に、ガイドライン5を踏まえ会場ゲート近

傍に障がい者用駐車区画を約200台分整備する。なお、障がい者用駐車場区画の

サイズ・台数は、以下のとおりとする。 

・4.6ｍ×９ｍ区画：約30台 

・3.5ｍ×６ｍ区画：約170台 

その他に、障がい者に限らず移動に配慮が必要な人（高齢者・妊産婦・けが人

等）も利用できる「おもいやり駐車場」を約90台分整備する。 

 

○周辺道路の混雑緩和策として会場駐車場は事前予約制を導入する。また、予約

時に、来場する方面別に駐車場ゲートの位置や主要道路からの推奨ルートを案

内するとともに、警備員等を適切に配置して、駐車場へのスムーズな入場を促

す。（図 ２５、図 ２６） 

 

○駐車場ゲートは、道路から会場敷地内通路を経由し十分に引き込んだ位置に設

置することで、道路上での入場待ち渋滞が生じない対策を講じるなど運用の検

討を行う。 

 

○通常期（土休日）・繁忙期等における自家用車での来場需要に対応するため、

回転（車両の入れ替わり）を想定するとともに、夕方以降の団体バス駐車場の

一部空き区画を自家用車の駐車区画に転用する。 

 
5 ２０２７年国際園芸博覧会アクセシビリティ・ガイドライン 
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○会場駐車場周辺での案内や未予約車両への対応など、うろつき交通を抑制する

ための対策を検討する。 

 

○送迎を目的とする会場周辺の路上での駐停車を防止するため、注意喚起の看板

設置や誘導員の配置、HP等で周知を行うとともに、会場周辺で駐停車禁止の交

通規制の導入を警察と調整する。 

 

 

 

図 ２４ 自家用車駐車場 
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図 ２５ 自家用車駐車場へのアクセスルート（想定） 
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図 ２６ 自家用車の推奨ルート（想定） 
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6.2 会場外駐車場（パークアンドライド駐車場・提携駐車場） 

 

○繁忙期には、生活環境への影響を低減するため、会場外にパークアンドライド駐

車場を用意し、会場までのシャトルバスを運行する。 

 

○パークアンドライド駐車場は、周辺道路でのうろつき交通が発生しないよう事

前予約制とする。 

 

 

○パークアンドライド駐車場は、既存施設の駐車場を有効活用し、イオンモール大

和駐車場（大和市下鶴間1-2-1）・イトーヨーカドー大和鶴間店駐車場（大和市

下鶴間1-3-1）に約500台、及び相模大野立体駐車場（相模原市南区相模大野4-4-

2）に約200台を用意する。 

 

○提携駐車場は、会場近傍４駅より離れた駅周辺の駐車場（コインパーキング）を

活用し、提携駐車場から４駅まではパークアンドレールライド6を案内する。 

（図 ２７） 

 

○提携駐車場は、会場駐車場等が満車の際の補完として、主に繁忙期に活用する

が、会場駐車場の予約状況から利用が見込まれる日については、通常期も活用す

る。 

 

 
図 ２７ パークアンドライド駐車場及び提携駐車場の位置図（想定） 

 
6 鉄道駅周辺の駐車場に自家用車を駐車し、当該駅から鉄道を利用し、会場近傍４駅までアクセスす

る方法。 
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6.3 生活道路流入対策 

 

○周辺環境への配慮や安全性の確保を目的に、生活道路への流入を抑制するた

めのハード対策やソフト対策を検討し、関係者と調整を行った上で、必要な

対策を講じる。 

 

 

○会場駐車場に接続する主要道路を軸に、生活道路への流入が増加しないよう、

エリア分けを行い、安全対策、推奨ルートの周知・利用徹底、案内サインの設

置、誘導員の配置などの対策を行う。（図 ２８～図 ３０） 

 

○生活道路への流入抑制を目的とする対策は以下のとおりとする。 

・推奨ルートの周知・利用徹底 

来場者（自家用車）が生活道路を利用しないよう、会場駐車場までの推奨

ルートを設定する。（図 ２６） 推奨ルートは、４駅シャトルバスルートや

周辺交通への負荷等の状況を考慮しながら、幹線道路を主な動線として設

定する。推奨ルートの周知・利用徹底を図るため、会場駐車場の予約時や

ホームページ上で推奨ルートを確認することができるようにするとともに、

利用を徹底するよう呼びかけを行う。 

・案内サインの設置 

  来場者（自家用車）が推奨ルートを通行するよう、道路上に案内サインを

設置する。特に、抜け道と想定される道路の出入口等には、推奨ルートに

誘導する案内サインの設置を行う。（図 ２９、図 ３０） 

・誘導員の設置 

  来場者（自家用車）が多いと想定する繁忙期を中心に、より効果的に推奨

ルートに誘導するため、来場者（自家用車）が集中してくる会場周辺の道

路において、必要箇所に誘導員の設置を行う。 

 

○目的地までの経路を案内するカーナビや地図アプリなどを運営する事業者に 

対して、生活道路への流入を抑制するための対策について協力を依頼する。 

 

○これら対策に加えて、既存の区画線や道路標示等が見えづらくなっている箇所

の補修、地域の安全確保につながる安全対策の実施などについて、管理者と調

整する。 
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図 ２８ 生活道路への流入対策のエリア（想定） 

 

 

  

図 ２９ 案内サインによる誘導（イメージ） 
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図 ３０ 案内サインの設置による流入抑制（想定） 
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7. 自転車 

7.1 自転車利用 

 

○自転車での来場に対し、駐輪場（約1,700台分）を整備する。 

 

○広域的な既存の自転車通行空間の活用やGREEN×EXPO 2027を契機に整備され

る自転車専用通行帯、矢羽根型路面表示にあわせ、推奨ルートを以下のとお

り設定する。（図 ３１） 

 

  

 

図 ３１ 自転車による来場の推奨ルート（想定） 
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○会場周辺は一般交通に加え、４駅シャトルバスや物流等の大型車両、来場者・

関係者の車両などの交通集中が想定されるため、案内看板や誘導員を配置する

など、安全性の確保と適切な誘導を行う。 

 

 

7.2 シェアサイクル利用 

 

○会場近傍４駅を中心に、シェアサイクルポートの新設又は増設について、シ

ェアサイクル事業者と調整を進める。 

 

○シェアサイクルを利用した来場者にも対応できるよう、駐輪場内にシェアサ

イクルポートを設置する。 

 

 

○道路や駅前広場などで、ポートの新設又は増設が可能な用地の情報提供や設置

調整、整備の協力について関係者と連携を行う。  
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8. 徒歩 

8.1 徒歩 

 

○会場周辺から会場までの徒歩での推奨ルートを以下のとおり設定し、適切な

誘導と安全性の確保、周辺環境への配慮を行う。（図 ３２） 

 

 

○推奨ルートは、横浜市の歩道整備状況などを考慮するとともに、来場車両や

シャトルバス、関係車両との交錯を可能な限り低減したルートとする。 

 

 

図 ３２ 徒歩による来場の推奨ルート（想定） 
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○会場周辺には、案内看板や誘導員を配置するなど、安全性の確保や地域の生活

環境への配慮を目的とした適切な誘導を行う。 

 

○鉄道駅からの徒歩は、会場までの距離を踏まえ、会場の最寄り駅となる瀬谷駅

からの来場を想定し、横浜市と連携して高揚感が高まる装飾や、暑熱・ゴミ・

騒音などの対策を行う。 
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9. 輸送供給拡大対策 

9.1 道路 

 

○会場周辺道路における、交通容量拡大等の交通円滑化対策を実施する。 

 

 

○上瀬谷周辺では、横浜市が日常的な渋滞の解消と新たなまちづくりに向け、八

王子街道（市道五貫目第33号線）の改良、上川井IC出口の拡幅 、目黒交番前交

差点の立体化、環状４号線の改良、地区内幹線街路の整備、三ツ境下草柳線～

瀬谷地内線の整備、瀬谷地内線の整備を行っている。これらの整備を進め、会

場周辺の交通容量拡大等にも活用する。 

 

図 ３３ GREEN×EXPO 2027 開催までに改良・新設を予定している道路 
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○さらに、周辺道路の交通の円滑化等を図るとともに、開催時の交通容量拡大

等にも活用するため、道路管理者等関係者が以下の対策を実施する予定であ

る。（図 ３４） 

 

図 ３４ 交通容量拡大等のための対策実施箇所 
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10. 輸送円滑化対策 

10.1 需要平準化対策 

 

○来場者の集中を緩和するために、シャトルバス及び会場駐車場について事前予

約制を導入することにより、平準化対策を検討する。 

 

○会場駐車場について、入場による周辺交通への影響を最小限に抑えるため、事

前決済とすることで、駐車場内へスムーズな入場を促す。 

 

○退場時についても、会期中に行う行催事を含めた運営上の工夫など閉場間際の

退場者の分散化対策を検討する。 

 

 

10.2 情報発信による混雑緩和 

 

○来場者が円滑に入退場できるよう、移動経路や手段などの基本的な情報をは

じめ、各経路の混雑日や混雑時間を事前に案内する予測情報、運行状況や混

雑状況などのリアルタイム情報の発信について検討する。 

 

○開催前から段階的に、公式ホームページやSNSの活用、横断幕や看板等の案内

サインの設置、道路情報板やメディアの利用等により、関係機関と連携しな

がら、様々な発信ツールを活用し来場者へ幅広く情報提供を行う。 

 

○公共交通機関について、４駅シャトルバス及びタクシーに関する基本情報に加

え、４駅シャトルバスの混雑予測情報や遅延情報等のリアルタイム情報の発信

を検討する。 

 

○団体バスや自家用車について、会場駐車場までの適切なルート等の案内や混雑

状況の提供方法について検討するとともに、退場時においてもリアルタイムで

の混雑状況の提供や円滑な退場方法を検討する。 

 

○自転車、徒歩について、適切かつ安全な推奨ルートの発信を行う。 

 

○案内サインは、GREEN×EXPO 2027に係るものであることが明確になるよう視覚

的に明瞭かつ統一的なデザインを採用する。 
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10.3 アクセシビリティ対応 

 

○会場までの交通アクセスについて、様々な交通手段によりGREEN×EXPO 2027

を訪れるすべての人々が安全で快適に会場まで移動できる環境の実現を目指

す。 

 

 

○配慮が必要な来場者の困りごとを踏まえ協会が整備・管理する施設については、

ガイドラインに基づき整備を行う。 

 

○会場ゲートに近い北側駐車場には、ガイドラインの推奨基準である全駐車台数

の３％に相当する約200台分の障がい者用駐車区画を整備する。 

 

○会場駐車場及び４駅シャトルバスにおいては、事前予約できる制度を導入し、

車いす使用者等が利用しやすいよう予約枠の設定や待機レーンを分けるなど

配慮する。 
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11. 交通マネジメント 

11.1 一般交通への働きかけ 

 

○輸送供給拡大対策や来場者に対する輸送円滑化対策に加え、来場者輸送と一

般交通7を適切に共存させ、都市活動を支える円滑な交通の実現が図られるよ

う、GREEN×EXPO 2027期間中の住民、企業等の交通行動変容を促す取組とし

て、交通需要マネジメント（TDM）等の総合的な交通マネジメントを実施す

る。 

 

 

○GREEN×EXPO 2027の開催期間は約６か月間となるため、長期間にわたって円滑

な輸送を行うにはTDM等の総合的な交通マネジメントを行うことが不可欠であ

る。また、早い時期からTDMの必要性などを丁寧に説明するなど、広く協力が得

られるような取組を進める必要がある。 

 

○TDMの実施にあたっては、住民の理解・協力はもとより企業や団体の協力が不可

欠であるため、横浜市、神奈川県をはじめ、協会、関係機関、関係自治体及び

経済界等が一体となって検討、調整する場として「GREEN×EXPO 2027交通円滑

化推進会議8」（以下「TDM推進会議」という。）を2025年12月に設置し、一般交

通の行動変容を促すソフト対策について検討を行う。 

 

○TDM推進会議において具体的に検討する項目は以下のとおりである。 

・削減目標値の設定 

・交通量を低減するための取組 

 働きかけ時期の設定（強弱） 

 テレワーク等の実施 

 物資の配送時間やルートの変更・調整 

公共交通機関利用への誘導方法 

 大規模イベントの開催時間等の変更・調整 

・企業や住民への協力依頼（インセンティブ設定） 

 対象範囲の設定（呼びかける住民、企業の範囲） 

 

○今後、GREEN×EXPO 2027の開幕に向けて、トライアル・検証を行いながら検討

を具体化し、段階的に実施していく。 

 

 

 

 

 

 

 
7 GREEN×EXPO 2027来場者、GREEN×EXPO 2027関係者以外の交通 
8 会長に横浜市副市長、神奈川県副知事、副会長にGREEN×EXPO協会事務次長、委員に横浜商工会議所

副会頭及び神奈川県中小企業団体中央会会長並びに協力委員に国・自治体の関係機関や民間の関係企

業・団体の代表者等で構成されている。 
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12. その他検討・対応が必要な課題 

 

○以下の課題について具体的な対応を検討する。 

 

 

○雑踏等に備えた警備誘導 

・鉄道からバスへの乗換え等の輸送能力が異なる箇所等、会場までの道のりで

雑踏災害に注意が必要な箇所について、適切に警備誘導が出来るよう対策の

検討を行う。 

・会場ターミナル入口について、シャトルバス・タクシー・徒歩・自転車等複

数の移動手段が輻輳する箇所についても適切な誘導案内が出来るよう対策の

検討を行う。 

・開場直後及び閉場直前の移動についても雑踏等が予測されることから、適切

に警備誘導ができるよう対策の検討を行う。 

 

○鉄道輸送障害時における対応 

 ・鉄道路線で輸送障害が発生した際、駅シャトルバスの振替や運休等も含めた、

運行方法の変更を検討する。 

 ・ターミナル内や会場内に留まることや、徒歩やタクシー等の代替手段など、

来場者の案内方法を検討する。 

 

○災害・事故発生時における対応 

 ・会場までのアクセスルートにおける災害・事故発生時の対応については、関

係機関と連携し、状況に応じた誘導のあり方や、リアルタイムでの情報発信

を実施するための体制構築を検討する。 

・会場ターミナル・駐車場における災害・事故発生等における対応については、

誘導員を適切に配置し、避難経路の確保、避難場所への誘導方法を検討する。 

 

○夏季の暑さ対策 

 ・会場ターミナル及び４駅シャトルバス乗車場所においては、日除けの屋根（テ

ント）を設置するなど、来場者への暑さ対策を講じる。 

 

○開催期間中の体制について 

・開催期間中の円滑な来場者輸送を実現するため、交通輸送本部を設置する。 

・開催中、混雑等の課題が生じた場合に、関係機関と連携して迅速かつ横断的

な対応が行える体制を構築する。 
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13. 今後のスケジュール 

 

○実施計画については、今後の状況を踏まえつつ、2026年夏頃を目途に更新版

（第３版）をとりまとめ、策定することを目指す。 

 

 

○２０２５年日本国際博覧会（大阪・関西万博）（2025年10月13日閉会）の交通

や来場者輸送の実績等も参考に検討を進める。 

 

○今回とりまとめた実施計画第２版をもとに、輸送対策協議会など関係機関、事

業者等との調整を進める。 
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2026年２月 

公益社団法人２０２７年国際園芸博覧会協会 



 
 
 
 

自治会町内会長 各位 

 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 上瀬谷整備推進課長  

 

 

「旧上瀬谷通信施設地区まちづくりニュース第９号」の発行について（依頼） 

 

 

日頃から市政の推進にご理解・ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

  令和８年度の工事概要等について、広く区民の皆様にご案内するために、「旧上瀬谷通信
施設地区まちづくりニュース第９号」を発行いたしました。 
  つきましては、貴自治会町内会において、各役員・各種団体等の皆様にご一読いただきま
すよう５部送付させていただきます。なお、回覧にご協力いただける自治会町内会の皆様に
ついては、所定の部数をお送りいたしますので、どうぞよろしくお願いいたします。 
 
 

１ 送付資料 

   「旧上瀬谷通信施設地区まちづくりニュース 第９号」 Ａ３   

 

２ 参考 

  市ウェブサイトでの確認方法  

 「上瀬谷 まちづくりニュース」で検索 

※ 第１号から第８号もご覧いただけます。 

 

 

 

＜担当＞ 

脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 上瀬谷整備推進課 

 蒲田、吉田、永田、鮎川 

                      ＴＥＬ：045-９００-０５９４、FAX：:045-550-4098 

                    E-mail：da-kamisui@city.yokohama.lg.jp 

 

区 連 会 ３ 月 説 明 資 料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 8 日  
脱炭素・GREEN×EXPO 推進局 
上 瀬 谷 整 備 推 進 課 
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「新たな防災気象情報」・「気象警報等発表区域の細分化」の運用開始について【情報提供】 

 

１ 事業の趣旨 

(1)  新たな防災気象情報 

  令和８年５月下旬から、新たな防災気象情報の運用が全国で始まります。 

(2)  気象警報等発表区域の細分化 

横浜地方気象台から横浜市域に発表される気象警報等は、現在「市全域」に発表されてい

ますが、令和８年５月下旬から、「北部」及び「南部」の２区域に細分化されて発表されるこ

とになります。 

 

２ お願いしたいこと 

【区連長】 本制度の開始について、ご承知おきください。 

【地区連長】地区連合会の定例会等において、地域の皆様への周知にご協力をお願いします。 

 【単位会長】定例会等での情報提供をお願いいたします。 

 

３ 概要 

(1)  新たな防災気象情報 

別紙のとおり 

(2)  気象警報等発表区域の細分化 

別紙のとおり 

 

 

   

 

 

市連会３月定例会説明資料 

令 和 ８ 年 ３ 月 1 2 日 

総 務 局 緊 急 対 策 課 

総務局緊急対策課 

担当 古賀、福原 

電話 045-671-2064 

メール so-kinkyu@city.yokohama.lg.jp 



【 お 問 い 合 わ せ 】 横 浜 市 総 務 局 緊 急 対 策 課 電 話 ： 0 4 5 - 6 7 1 - 2 0 6 4 / F A X ： 0 4 5 - 6 4 1 - 1 6 7 7

若 し く は 、 最 寄 り の 区 役 所 総 務 課 に お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。

令
和
８
年
か
ら

気
象
警
報
等
が

大
き
く
変
わ
り
ま
す
。

「警戒レベル4相当」の情報は

「危険警報」として発表されます。

警報・注意報の情報名に「レベル」が

付記されます。



災 害 が 起 き る 前 に 何 を す べ き か 、

レ ベ ル ご と に チ ェ ッ ク ！

� / . 3 +6 2 1 / � � ṉ � � Ᵽ � ٲ � 1 +4 +7
� � � . 1 +4 5 3 6 +1 7 . .
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レベル２注意報 ・ハザードマップ等で災害リスクを再確認する
・自らの避難行動を確認

・避難に時間がかかる高齢者等は危険な場所から避難する
・高齢者等以外の人も必要に応じて避難の準備や自主避難レベル３警報

・危険な場所から全員避難する
※台風などにより暴風が予想される場合は、暴風が吹き始める前に避難を完了レベル４危険警報

・すでに安全な避難ができず、命が危険な状況
・今いる場所よりも安全な場所へ直ちに移動等するレベル５特別警報

レベル1早期注意情報 ・災害への心構えを一段高める

災害
発生

数日～
1日前

半日～
数時間前

数時間～
３時間前

２時間～
０時間前

時
間
推
移
の
イ
メ
ー
ジ

気象警報等の発表区域が南北に分かれます。

なぜ、南北に分けて発表するの？

何が変わるの？







三ツ境駅北口では、駅改札口と北口バスターミナルを結ぶバリアフリー動線は大きく迂回する必要 

があり、平成 18 年度策定の「三ツ境駅周辺地区バリアフリー基本構想」において、最短のバリアフリ 

ー動線の確保が課題となっており、地域からも長年にわたり改善を求める声が寄せられていました。 

2027 年（令和９年）開催予定の「GREEN×EXPO 2027」のアクセス拠点駅として多数の駅利用者が見

込まれる中、新たなエレベーターが３月に完成を迎えることになりました。同じく７年度に(株)相鉄

アーバンクリエイツが整備した相鉄ライフ三ツ境内のエレベーターと連続することで、駅改札口と北

口バスターミナル間を誰もが最短経路で安全かつ円滑に移動できるようになります。

令和 ８ 年３ 月 1 7 日 
道 路 局 施 設 課 
瀬谷区瀬谷土木事務所 

横 浜 市 記 者 発 表 資 料 

「三ツ境駅北口のバリアフリー化」が完了します 

   ～「駅改札口から北口バスターミナル」まで誰もが最短経路でアクセス可能に～ 

供用開始日時：令和８年３月２４日（火）午前１０時 

※日時は、天候等により変更する場合があります

写真① 

(北口バスターミナル) 

(相鉄ライフ三ツ境) 

新設したエレベーター 

（三ツ境駅北口歩道橋） 

相鉄ライフ三ツ境 

エレベーター

整備前 

整備後 

バリアフリー動線 

案 内 図 

三ツ境駅 

エレベーター(既設)

写真② 

写真③ 

全景写真 

利用時間 4：15～翌 1：15 

相鉄ライフ三ツ境エレベーター

写真②写真②  写真③ 写真①写真①  

お問合せ先 

（事業・設計に関すること）道路局施設課バリアフリー対策等担当課長 宮本 康司  Tel 045-671-3559 

（工事に関すること）      瀬谷区瀬谷土木事務所副所長 　　　　　　氏家 治  　Tel 045-364-1105    

区 連 会 ３ 月 説 明 資 料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 ８ 日
道 路 局 施 設 課 

書類番号
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瀬 谷 消 防 署
瀬谷区内火災・救急状況 令和８年２月28日現在

火 災 連 合 町 内 会 別 火 災 発 生 件 数
年 別 令和８年 令和７年 増△減 連 合 町 内 会 名 令和８年区 分

件 数 7 5 2 阿久和北部連合自治会 0

種
別

建 物 3 2 1 阿久和南部連合自治会

車 両 0 0 0

0
林 野 0 0 0 三 ツ 境 連 合 自 治 会 0

瀬谷第一地区連合町内会 0
船 舶 0 0 0 本 郷 地 区 連 合 自 治 会 0
航 空 機 0 0 0 瀬 谷 北 部 町 内 連 合 会 2
そ の 他 4 3 1 瀬谷第二地区連合自治会 2

損
害
程
度

焼損床面積　（㎡） 74 0 74

負　傷　者（人） 0 0 0

死　 者（人） 0 0 0

瀬谷第四地区連合自治会 1
南 瀬 谷 自 治 連 合 会 0

主
な
原
因

放火(疑い含む) 3 3 0

宮 沢 連 合 自 治 会

電気機器 1 0 1

0

たばこ

相 沢 町 内 連 合 会 0

こんろ 0 0 0

そ　の　他 2
合 計 7

0 0 0

配線器具 1 1 0

上記以外 2 1 1

令和８年 令和７年 増△減年 別 分 団 名

１ 日 あ た り 0.1 0.1 0.00

救 急 分 団 別 火 災 発 生 件 数
令和８年区 分

件 数 1,261 1,457 △ 196 第 一 分 団 0
急 病 914 1,077 △ 163 第 二 分 団 2
交 通 事 故 41 46 △ 5 第 三 分 団 3
一 般 負 傷 235 276 △ 41 第 四 分 団 2
そ の 他 71 58 13 合 計 7
1 日 当 た り 21.4 24.7 △ 3.3

月別火災件数・死負傷者状況
月 別 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 年計区 分

件 数 4件 3件 7件
死 者 0人 0人 0人
負 傷 者 0人 0人

内　　　容

2月1日 その他火災 下瀬谷 二丁目 歩道上にて発生

0人

日　付 災害種別 発生場所
2月1日 その他火災 東野台 市民の森にて発生

2月23日 建物火災 下瀬谷 三丁目 共同住宅にて発生

（各表の数値は速報値であり、確定値ではありません。）

書類番号

01106039
長方形



・火遊び、たばこのポイ捨て等は絶対にしない！
・不審な煙や火の気を見かけた際は、速やかに119番通報
・家の周りに燃えやすいものを置かない。

お問合せ先：瀬谷消防署総務・予防課 045-362-0119 

次のことに気をつけ、火災予防にご協力をお願いします！



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

令和８年 11月 14日（土） １０：００～１２：３０ 

場所：瀬谷区役所前 二ツ橋公園芝生広場 

【 訓 練 実 施 内 容 】 

※震災による火災を想定し、町の防災組織４名で

初期消火器具（筒先、ホース２本、スタンドパイ

プ、消火栓キー）を使用し、放水までのタイムを

競います。ただし、「安全・確実に」操作すること

がポイントです。 

※参加申し込みについては、７月の区連会で改

めて御案内します。 

 

 

 

令和８年度 

瀬谷区町の防災組織初期消火合同訓練会について 

～開催日が決定しました～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

多くの自治会町内会に御参加いただきたいことから、開催日を先行してお知らせします。 

区 連 会 ３ 月 説 明 資 料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 8 日  
瀬谷消防署総務・予防課 

【お問い合わせ】瀬谷消防署 総務・予防課 電話/ＦＡＸ:３６２－０１１９ 

※ 令和８年度は、より多くの自治会町内会の御参加をお待ちしております。 

書類番号 

 



 
「令和８年度横浜市市民活動保険」の周知及びリーフレットの配布について【事業説明】 

 
１ 事業の趣旨 

  「横浜市市民活動保険」は、より住みやすい地域の実現のため、ボランティア活動をする

方が安心して活動を行えるように、市があらかじめ保険会社と保険契約を締結して運営し

ています。令和８年度もこれまでと同様に、継続して実施します。是非ご活用ください。 
 

２ お願いしたいこと 

【 区 連 長 】ご承知おきください。 

【地区連長】地区定例会等で情報提供をお願いします。 

【単位会長】単位会長あて資料を送付します。定例会等で情報提供をお願いします。 
 

３ 令和８年度横浜市市民活動保険補償内容（令和７年度補償内容から変更はありません） 

賠償責任保険（限度額） 傷害保険 

身体賠償 

１名  １億円 死 亡 １名 500 万円 

１事故 ５億円 
後遺 

障害 

後遺障害の程度に応じた金額 

（１名 上限 500 万円） 

財物賠償 １事故 500 万円 入 院 １日 3,500 円（180 日限度） 

保管物賠償 １事故 500 万円 通 院 １日 2,500 円（90 日限度） 

免責金額 

（自己負担

額） 
5,000 円 手 術 

入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

 

４ 添付資料 

  リーフレット「令和８年度横浜市市民活動保険のご案内」
 
５ 主な配布先 

各区総務課、各区区政推進課広報相談係、各区市民活動支援センター、 

地域ケアプラザ 等 

本市ホームページにも掲載します。 

        

※ 令和８年度横浜市市民活動保険事業は、予算案が横浜市会において議決されることが実

施の条件となります。 
 
 

区連会３月定例会説明資料 
令 和 ８ 年 ３ 月 1 ８ 日 
市 民 局 地 域 活 動 推 進 課 
（市連会３月定例会説明資料） 

市民局地域活動推進課 
担当 大内、戸田 
電話 045-671-3624 /FAX 045-664-0734 
メール sh-chiikikatsudo@city.yokohama.lg.jp 

▲市民活動保険 
ホームページ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もっぱら市内で、次の４つの要件を全て満たすボランティア活動を行う方。 

① 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である自治会町内会が行っている活動 

② 無報酬の活動 （交通費などの実費の支給を除く） 

③ 継続的・計画的に行っている活動 

④ 公益性のある（他人や社会に貢献する）活動 

※ 対象となるボランティア活動には次の行為も含まれます。 

・ 集合地又は出発地及び解散地と自宅との通常考えられる経路の往復途上 （国内に限る） 

・ 活動に必要な会議・会場設営の準備活動、後片付け 

対 象  

特 徴 

■保険料は不要です。 

■事前の登録・加入手続きは不要です。 

■事故発生後に手続きをしていただきます。  
ボランティア活動をする方が安心して活動を行えるように、横浜市が保険料を負担し、保険会社と契約をしています。 

活動者には事故発生後に、日頃の具体的な活動内容や、事故の状況を書面で報告していただきます。それに基づき

横浜市と保険会社が審査を行い、要件を満たしていることが確認できた場合に保険金が支払われます。 

※ 詳しい手続き方法・必要書類については、最後のページをご確認ください。 
 

対象となる活動の例は次ページ 

 

16

24

6

5

15

段差（階段、床の凹凸、縁石等）での転倒

段差以外での転倒

虫刺され

道具（剪定バサミ、包丁等）の操作ミス

その他

事故の原因は？ 【傷害事故：令和７年４月～令和７年 12 月】 

負傷内容は？ 

36

18

10

6

13

骨折

創傷

打撲

虫刺され

その他

ボランティア活動中のケガや、他人の物を壊した場合などの補償制度です。 

令和８年４月１日午後４時～翌年４月１日午後４時に発生した事故が対象です。 
補償内容等が年度によって変わる場合がありますので、必ずご確認ください。 

 
 

どうぞ気を付けてご活動ください。 
  

 R８年３月作成  



  

 

１ 社会福祉施設等への援護活動 行事の手伝い、習い事の指導、慰問 等 

２ 高齢者、障がい児・者等への援護活動 配食サービス、生活介助、手話通訳･点訳･朗読奉仕 等 

３ 清掃活動 
公園・河川・公道等の不特定多数の方が利用する場所の 

清掃・美化活動 等 

４ 資源回収・リサイクル活動  

５ 公共的団体が行う募金活動 共同募金、交通遺児募金 等 

６ 地域防災・防犯活動   
地域防災拠点の運営、地域の防災訓練の運営・指導、 

避難所での配食活動、防犯パトロール 等 

７ 交通安全活動 通学路での児童の見守り、自転車放置防止 等 

８ 保健衛生活動 食生活改善指導、健康に関する啓発 等 

９ スポーツ活動の指導・運営  各種スポーツの指導、競技会の企画・運営・審判 等 

10 文化活動の指導・運営  
絵画・音楽・パソコン・各種学習の指導、 

講座の企画・運営 等 

11 地域住民組織の運営  
自治会町内会や老人クラブ、子ども会の運営、自治会町内

会役員会等の会議への参加、広報物の配付・掲示 等 

12 市（区）主催・共催事業の企画・運営   講演会、展示会等の企画・運営 等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△！ 次の活動は対象になりません。（主な例） 

（１） 勤務中や職業に従事しているときの活動、委託契約に基づく活動（報酬の有無にかかわらず、対象外） 

（２） 民生委員・児童委員、スポーツ推進委員などの非常勤特別職の地方公務員としての活動 

    （公務災害等の補償があります） 

（３） 学校管理下での活動（例：市立学校の授業で川の清掃を行う生徒と、それを指導する地域の方） 

（４） 単位取得や学習のために行う活動 （例：学校の宿題として課された活動） 

（５） 金額にかかわらず、謝金・手当など、労働の対価が支給される活動 （交通費・食費などの実費の支給は可） 

（６） 一時的、突発的な善意の行為 （例：一時的な手伝い、突然倒れた人を助ける行為） 

（７） 親睦が目的の活動、サークル活動 （例：団体の親睦会、活動後の慰労会、趣味の活動） 

（８） 互助的な活動（例：集合住宅の敷地内の清掃、共有財産の管理、ごみ集積場所の清掃） 

（９） 特定の個人や特定の団体の利益のための活動 

（１０）政治、宗教、営利に関わる活動 （例：祭礼等の宗教行為を含む行事、宗教施設の維持管理等） 

（１１）チェーンソーを使用する森林ボランティア活動 （賠償責任事故のみ対象となります） 

㊟ 防災訓練やイベントの参加者、講座の受講者は対象になりません。（スポーツ活動の運営者であっても競技参

加中の事故は対象外となります） 

㊟ 本市が執行する他の保険とは併用できません。（個人で加入している民間の保険との併用は可能です） 

㊟ 本市が所有する施設への賠償責任事故には適用できません。 

 

 

 

対象となるボランティア活動の例  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

賠

償

責

任

事

故 

ボランティア活動中にボランティア活動者の過失により、他人にケガを負わせたり、他人の物を壊してし

まったりなどした結果、被害者から損害賠償を求められ、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払

われます（道義上の責任のみでは支払対象となりません）。 

※免責金額（自己負担額）5,000円を超える部分について支払われます。 

区 分 保険金額（限度額） 自己負担額 内 容 

身体賠償 
１名  １億円 
１事故 ５億円 

5,000 円 

他人の身体に損害を与えた場合 

財物賠償 

１事故 500 万円 

他人の財物に損害を与えた場合 

保管物賠償 
他人からの預かり品や管理している物を 

滅失・き損・汚損などにより被害を与えた場合 

傷

害

事

故 

ボランティア活動中に発生した急激かつ偶然な外来事故（※）によって、ボランティア活動者が死亡・負傷

した場合に保険金が支払われます。 

区 分 保 険 金 額 内 容 

死 亡 １名 500 万円 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に死亡した場合 

後遺障害 
程度により 

１名 20～500 万円 

傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に後遺障害が生

じた場合 

入 院 １日 3,500 円 （180 日限度） 傷害事故が原因で事故の日から 180 日以内に入院または通
院した場合 
※実際にかかった費用ではなく、入院・通院の日数で計算します。 

※医師のいる医療機関で診断・治療を受けてください。 
通 院 １日 2,500 円 （90 日限度） 

手 術 
入院の手術 35,000 円 

外来の手術 17,500 円 

事故の日から 180 日以内に傷害の治療のために手術を受け

た場合（1 回の手術に限る） 

■賠償責任事故・傷害事故 共通 

・地震、噴火、または津波による事故 ・活動者の故意による事故 ・活動者の心神喪失による事故 等 

■賠償責任事故 ■傷害事故 

・ 車両の所有、使用、または管理に起因する

事故 

・ 故意又は重大な過失により法令に違反して

製造、販売又は提供した物による事故 

・ 自身（団体）の財物の滅失、き損または汚損 

・ 活動者の親族に対する事故 等 

・ 熱中症 

・ 対象者の脳疾患や疾病によるもの 

・ 細菌性食中毒 

・ むち打ち症や腰痛などで、それらの症状を裏付けるに足り

る医学的他覚所見がないもの 

・ 自殺行為、犯罪行為、無資格運転、酒酔運転による事故 

・ 重大な過失による事故 

・ 長時間立って作業をしたことでひざを痛めた 等 

補償内容 

△！  支払いの対象とならない主な例 

※急激かつ偶然な外来事故とは 

・ 急激・・・原因または結果の発生を避け得ない程度に急迫した状態 

・ 偶然・・・原因または結果の発生が対象者にとって予知できない状態 

・ 外来・・・原因の発生が対象者の身体に内在するもの（持病等）ではないこと 

 



 

 

 

 

 

１ （ケガをした場合）すぐ病院へ行く 

事故によるケガの状態を把握し、適切な治療を受けるために医師のいる病院へ行きます。 

２ 区役所へ連絡する（原則 30 日以内） 

事故が発生した場合は、お近くの区役所総務課まで電話等でご連絡ください。手続き方法をご説明いたします。 

３ 区役所に必要書類を提出する（事故報告書の様式を受け取った日から原則 14 日以内） 

■ 区役所から「事故報告書（様式）」をお渡しします。必要事項を記入し、書類（下表参照）と一緒にご提出ください。 

保険の対象要件（確認事項） 提出書類の例 

１ 自主的に構成されたグループや個人、地域住民組織である 

規約、会則、チラシ、ボランティア募集チラシ・パンフレット 

等 
２ 無報酬の活動である 

３ 公益性のある活動である 

４ 継続的・計画的に実施されている活動である 事業計画書、案内文、チラシ・パンフレット 等 

５ 申請者（活動者）が事故日に活動していた 当日の活動者名簿、当番表、ボランティア登録票 等 

６ 【往復経路での事故の場合のみ】 事故は、適切な経路上で発生している 「自宅～活動場所」の経路と事故発生場所が示された地図 

■ 「事故報告書」には、事故や活動を証明できるご家族以外の第三者の氏名・住所等を記載していただきます。 

■ 市が、対象となる活動であると認める場合に、保険会社から保険金の請求に必要な書類をお送りします。 

 

４ 保険会社に保険金の請求書を提出する 

■ 賠償責任事故の場合は、被害者との間で示談が成立した時、または調停、裁判上の和解、判決等、書面による合意

が成立した後にご提出ください。 

■ 傷害事故の場合は、日常生活に支障がない程度まで回復された時、または事故発生日から 180 日を経過した時にご

提出ください。 

■ 請求内容について保険会社が確認・調査した結果、対象事故であると認める場合に、保険金が支払われます。 

お
問
い
合
わ
せ
・申
請
先 

 

（各
区
役
所
総
務
課
） 

青葉区 
Tel ９７８－２２１２ 

Fax ９７８－２４１０ 
港南区 

Tel ８４７－８３０５ 

Fax ８４１－７０３０ 
戸塚区 

Tel ８６６－８３０８ 

Fax ８８１－０２４１ 

旭区 
Tel ９５４－６００６ 

Fax ９５１－３４０１ 
港北区 

Tel ５４０－２２０６ 

Fax ５４０－２２０９ 
中区 

Tel ２２４－８１１２ 

Fax ２２４－８１０９ 

泉区 
Tel ８００－２３１２ 

Fax ８００－２５０５ 
栄区 

Tel ８９４－８３１１ 

Fax ８９５－２２６０ 
西区 

Tel ３２０－８３０８ 

Fax ３２２－９８４７ 

磯子区 
Tel ７５０－２３１１ 

Fax ７５０－２５３０ 
瀬谷区 

Tel ３６７－５６１１ 

Fax ３６６－９６５７ 
保土ケ谷区 

Tel ３３４－６３７３ 

Fax ３３４－６３９０ 

神奈川区 
Tel ４１１－７００６ 

Fax ３２４－５９０４ 
都筑区 

Tel ９４８－２２１２ 

Fax ９４８－２２０８ 
緑区 

Tel ９３０－２２１１ 

Fax ９３０－２２０９ 

金沢区 
Tel ７８８－７７０５ 

Fax ７８６－０９３４ 
鶴見区 

Tel ５１０－１６５３ 

Fax ５１０－１８８９ 
南区 

Tel ３４１－１２２４ 

Fax ２４１－１１５１ 

市外局番：045 

 

事故が起こった際の手続き方法 

よくあるご質問 横浜市ホームページに掲載しています。  トップページ  市民活動保険    検索  

市外局番 

045 

 

Ｑ１： 市民活動保険が利用できるのなら、自分で契約していた保険は解約しても大丈夫ですか？                      

 →市民活動保険は万が一の事故のための最低限の補償を行う制度のため、活動内容を踏まえ、どの範囲の補償が必要か十分

に検討してください。なお、任意で契約した民間の保険と併用できる場合もあります。 

 

Ｑ2： 申請書類に名簿等の提出が必要とありますが、個人情報の取扱はどのようになりますか？                       

→全員の名簿は必要ありません。申請する方や関係する方の記載部分のみご提出ください。また、ご提出の際は団体代表者

や該当者の了解を得る等、ご調整ください。 

＜作成・発行＞ 横浜市市民局地域活動推進課  

Tel：０４５－６７１－３６２４ ／ Eメール：sh- c h i i k i k a t s u d o @ c i t y . y o k o h a m a . l g . j p  































 

 

瀬谷図書館 内装リノベーション アンケートについて 

 

 教育委員会では、新しい大型図書館の整備など図書館サービスの向上に向けた取組を進めて

います。 

その一環として、地域図書館を対象に、居心地の向上を目指した内装リノベーションを予定

しており、瀬谷図書館も令和８年度にこれに着手します（令和９年夏頃 工事終了予定）。それ

に先立ち、市民の皆さんのご意見を計画に反映するため、アンケートを実施します。 

 つきましては、各自治会町内会での周知をお願いします。 

 

１ アンケート期間 

４月８日（水）～30日（木） 

 

２ 回答方法 

（１）電子申請システムでの回答（右記 QRコード） 

（２）図書館・地区センター・子育て支援拠点等に配架のアンケート用紙での回答 

 

３ 周知の方法 

（１）広報よこはま区版４月号、公式Ｘ(瀬谷区役所)、すぐーる、パマトコ 

（２）瀬谷図書館・地区センター・子育て支援拠点等へのアンケート用紙の配架 

 

 

※地域図書館のリノベーション 

 居心地の向上を目指して、令和８～11年度に、①「レイアウト見直しによる空間デザイン」、②「床・

壁紙の新調などによるコーディネート」、③「机・椅子等什器類の刷新」などにより、閲覧スペース

等の市民が滞在する空間を中心に、リノベーションを実施します。 

具体的な方向性は、各館ごとに設定します。 

 

 

【問合せ先】横浜市瀬谷図書館 

電話：３０１－７９１１ FAX：３０２－３６５５ 

E-mail：ky-seyalib@city.yokohama.lg.jp 

令 和 8 年 3 月 1 8 日 

説 明 資 料 

地域振興課 読書活動推進担当 




